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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第12期

第２四半期連結
累計期間

第13期
第２四半期連結

累計期間
第12期

会計期間
自 2017年３月１日
至 2017年８月31日

自 2018年３月１日
至 2018年８月31日

自 2017年３月１日
至 2018年２月28日

売上高 （千円） 27,807,780 27,538,328 55,775,816

経常利益又は経常損失（△） （千円） △72,447 △165,453 908,449

親会社株主に帰属する当期純利益

又は親会社株主に帰属する四半期

純損失（△）

（千円） △194,258 △1,340,013 385,913

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △229,100 △1,485,923 427,865

純資産額 （千円） 8,250,802 7,144,875 8,914,982

総資産額 （千円） 17,814,166 16,415,345 18,019,850

１株当たり当期純利益金額又は１

株当たり四半期純損失金額（△）
（円） △6.68 △46.02 13.27

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － 13.19

自己資本比率 （％） 45.0 42.3 48.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 392,215 173,732 740,205

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △777,833 △94,656 △831,121

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 391,571 △235,454 233,498

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 6,088,679 6,051,408 6,230,129

 

回次
第12期

第２四半期連結
会計期間

第13期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自 2017年６月１日
至 2017年８月31日

自 2018年６月１日
至 2018年８月31日

１株当たり四半期純損失金額(△) （円） △10.65 △32.30

（注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第12期第２四半期連結累計期間及び第13期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や雇用・所得環境の改善傾向を背景に、個人

消費も持ち直し、緩やかな回復基調が続いております。

　当社グループの顧客企業が属するダイレクトマーケティング市場は、通信販売の定着及びインターネット通販の

拡大とともに、拡大基調が続いております。

　このような環境の下、当期は長期的な成長を実現するための準備期間として位置づけ、ダイレクトデータマーケ

ティング基盤の構築を図りながら、収益性向上とグループシナジーの創出に注力してまいりました。

　なお、持分法適用関連会社であるTV Direct Public Company Limitedの株式について、第１四半期連結会計期間

末において時価が著しく下落したことを受け、のれん相当額の一時償却を495,166千円計上しております。当第２四

半期連結会計期間末においても引き続き時価が下落した状態にあるため、11,227千円を加えた506,393千円を持分法

による投資損失に含めて営業外費用として計上いたしました。持分法による投資損失の合計額はTV Direct Public

Company Limitedの業績等に対する当社持分を反映し544,230千円となりました。

　また、連結子会社であるPT. Merdis International及びJML Singapore Pte. Ltd.において、各社の事業計画に対

する進捗状況や今後の業績見通しを踏まえて検討した結果、同事業に係る固定資産103,288千円及び同社株式取得時

に計上したのれん未償却残高の全額859,012千円を減損損失として特別損失に計上いたしました。

　この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は27,538,328千円（前年同期比1.0％減）、

売上総利益は2,891,263千円（前年同期比3.7％増）となりました。販売費及び一般管理費は2,501,855千円（前年同

期比11.9％増）となり、営業利益は389,408千円（前年同期比29.7％減）、経常損失は165,453千円（前年同期は

72,447千円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,340,013千円（前年同期は194,258千円の損失）とな

りました。

　このような状況を踏まえ、早急なグループ成長戦略の立て直しが必要と考えており、海外事業の今後の方針を含

め、当期末までを目途にグループ成長戦略の再検討と中期経営計画の再策定を実施する予定です。

 

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

　なお、第１四半期連結会計期間より、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を変更しており、前年同期比較

については変更後の利益又は損失の算定方法により組み替えたものによっております。詳細は、「第４　経理の状

況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」をご参照ください。

 

① ダイレクトマーケティング支援事業

　テレビ事業は、既存の強みである「データ分析に基づく最適な媒体提供」、「売れる映像制作」、「効率的な受

注管理」によって、顧客企業の通販売上最大化に取り組みました。当期の課題である売上総利益率の改善について

は、メディア枠の仕入量を適正化したこと、及び、前連結会計年度に売上総利益率の低下の一因となった採算の悪

い成果報酬型取引については、取引条件の見直しを行いリスクの低減を図ったことに伴い、売上高は前年同期比で

減少したものの、売上総利益率は改善いたしました。

　WEB事業は、2017年３月に子会社化した株式会社アドフレックス・コミュニケーションズを中心として、テレビと

WEBの相互提案を実施し、新規顧客獲得及び既存顧客との取引拡大に取り組むとともに、今後の業容拡大のための積

極的な人員採用を図りました。また９月には、リスティング広告自動最適化サービス「AdScale（アドスケール）」

について、SOPHOLA株式会社のサービス開発パートナーとして日本国内での優先的なサービス提供を開始いたしまし

た。AdScaleは、オランダのAdScaleBV社が独自に開発した入札・予算最適化アルゴリズムにより、リスティング広

告のキャンペーンパフォーマンスの飛躍的な改善を可能としており、すでに海外では数千社で利用されているAI

ツールです。
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　この結果、売上高は16,337,429千円（前年同期比10.2％減）、営業利益は616,082千円（前年同期比8.8％減）と

なりました。

 

② DM事業

　DM事業は、メールカスタマーセンター株式会社を中心として、「ゆうメール」や「クロネコDM便」等のダイレク

トメール発送代行業務に取り組んでおります。市場の変動により取扱通数は微減いたしましたが、新規顧客企業開

拓や既存顧客企業への販売価格見直しは順調に進みました。

　この結果、売上高は9,318,537千円（前年同期比14.5％増）、営業利益は194,589千円（前年同期比39.6％増）と

なりました。

 

③ 海外事業

　海外事業は、海外子会社等を中心としてASEANでのテレビ通販やEC、リテールによる商品販売及び卸売に取り組ん

でおります。前中期経営計画の下、ASEAN各国への販路及び販売拠点を確保したことにより売上高は前年同期及び計

画を上回ったものの、世界的な通商問題に端を発する為替変動や、取扱商品の陳腐化、日本からの商品卸の遅れ等

により営業利益は計画を下回って推移いたしました。この結果、同事業に属する連結子会社は取得時の事業計画を

下回ったことにより減損損失を計上いたしました。当社といたしましては、ASEANでのダイレクトマーケティング市

場の成長性は依然として高いと考えており、選択と集中を含めた事業戦略の見直しを行うとともに、早急な業績回

復を図ってまいります。

　この結果、売上高は990,241千円（前年同期比30.9％増）、営業損失は241,040千円（前年同期は168,873千円の損

失）となりました。

 

④ 通販事業

　通販事業は、2016年３月に設立した株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズを中心として、薬剤師による丁寧な

カウンセリングを実施しながら一般用漢方製剤の通信販売を行っております。７月には、疲労倦怠・食欲不振を改

善する新商品、私の漢方薬「補中益気湯（ほちゅうえっきとう）エキス錠」の販売を開始いたしました。同事業

は、当社グループの事業領域拡大に向けた先行投資事業として位置づけており、顧客数を拡大させつつ、黒字化に

向けた販売促進に取り組んでおります。

　この結果、売上高は158,365千円（前年同期比2,251.4％増）、営業損失は189,883千円（前年同期は107,040千円

の損失）となりました。

 

⑤ その他の事業

　その他の事業は、株式会社日本百貨店の営む小売事業「日本百貨店」において、各店舗の収益拡大及び卸売事業

の強化に取り組んでおります。５月には、香川県丸亀市・静岡県西伊豆町との広域連携事業として、日本百貨店初

の飲食店「日本百貨店さかば」を東京丸の内に出店いたしました。また、今後の新規出店に向けた候補地の選定等

を進めてまいりました。

　この結果、売上高は733,753千円（前年同期比3.6％増）、営業利益は9,192千円（前年同期比37.7％減）となりま

した。

 

(2) 財政状態の分析

(資産)

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,604,505千円減少し、16,415,345千円

となりました。これは主に受取手形及び売掛金が515,761千円増加した一方、現金及び預金が178,720千円、商品が

205,176千円、のれんが1,002,316千円、投資有価証券が564,778千円減少したこと等によるものであります。

 

(負債)

 当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ165,602千円増加し、9,270,470千

円となりました。これは主に短期借入金が943,758千円、未払法人税等が215,957千円増加した一方、長期借入金が

899,265千円減少したこと等によるものであります。

 

(純資産)

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ1,770,107千円減少し、

7,144,875千円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失を1,340,013千円計上し、剰余金の配

当を291,178千円行ったこと等によるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末と比較し

て178,720千円減少し、6,051,408千円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間において営業活動によって増加した資金は173,732千円（前第２四半期連結累計期間は

392,215千円の増加）となりました。

これは主に税金等調整前四半期純損失1,133,367千円に含まれる非資金損益項目の減損損失962,300千円、持分法

による投資損益544,230円等の調整と、減少要因として、売上債権が541,836円増加したこと等によるものでありま

す。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間において投資活動によって減少した資金は94,656千円（前第２四半期連結累計期間は

777,833千円の減少）となりました。

これは主に無形固定資産の取得による支出45,389千円が発生したこと等によるものであります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果減少した資金は235,454千円（前第２四半期連結累計期間は

391,571千円の増加）となりました。

これは主に配当金の支払額290,864千円が発生したこと等によるものであります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

① 基本方針の内容の概要

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念や経営理念、当社企業価値の源泉、

顧客企業等の当社のステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確

保・向上させる者でなければならないと考えております。

 一方で、当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重

し、会社の支配権の移転を伴う特定の者による当社株式の大規模買付等であっても、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、当社株式の

大規模買付提案に応じるかどうかについては、最終的には株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えておりま

す。

 しかしながら、株式の大規模買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して

明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社の株

主や取締役会が買付や買収提案の内容等について検討し、当社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要

な期間・情報を与えないもの、当社の企業価値を十分に反映しているとはいえないもの等もありえます。

 当社は、上記の例を含め当社の企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するおそれのある大規模買付等を行う者

は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えており、このような者による当社株

式の大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を取ることにより、株主の皆様に大規模買付行為に応じ

るかどうかを検討するための情報・時間を確保するとともに、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を

守る必要があると考えております。

 

② 基本方針の実現に資する特別な取り組みの内容の概要

イ．企業理念及び企業価値の源泉

 当社は、「消費者の喜びは、クライアントの喜びであり、私たちの喜び」を社是とし、ダイレクトマーケティ

ング支援事業を行っております。

 ダイレクトマーケティングによって商品がより多く消費者に選択されるためには、ダイレクトマーケティング

を構成するバリューチェーン、すなわち商品開発、事業計画、表現企画、媒体選定、受注、効果分析、情報加

工、物流・決済、顧客管理の各局面を充実させる必要があります。当社は、顧客企業の商品が、消費者から選ば

れ、より多く売れるために、ダイレクトマーケティングのバリューチェーンの全ての局面におけるソリューショ

ンメニューを有しており、顧客企業に合わせてその全部又は一部を提供しています。当社では、これらのソ

リューションメニューの提供を総合的に実施することを「トータルソリューションサービス」と称し、当社の事

業の特長としております。

 トータルソリューションサービスにおける当社の強みは、大量一括仕入れによる豊富かつ費用対効果の高い媒

体の調達力、複数のコンタクトセンターを一括管理することによる受注管理ノウハウ、データ・情報の分析力に

あります。

 媒体調達は参入障壁の高い分野ですが、広告代理店出身の創業者による広告代理店やテレビ局との長期的な信

頼関係と媒体取り扱い経験に基づいた大量一括仕入れにより、安定的に豊富な媒体を仕入れることを可能として

おります。

 受注管理ノウハウにおいては、当社が各コンタクトセンターを一括して取りまとめ、顧客商品の理解を促進さ

せる独自の受電マニュアルを作成し、受注データを基に改善を繰り返すことで受注効率の向上を実現しておりま

す。

 データ・情報の分析力においては、多種多様な商品の取り扱い実績及び番組・CM枠の取り扱い実績を保有して

おり、顧客企業に対し効果的なプランを提案しております。番組・CM放送の際は、表現制作物のモニタリングテ

ストを実施し、商品の魅力が消費者に伝わるかを定量的に評価しております。また、番組・CM放送後には、受注

時の各種データも用いて売り上げ効率を数値化し、分析しております。

 これらの強みは、当社の重要な事業基盤であり、企業価値の源泉となっております。

 また、当社の企業理念に共感して集まり、多岐にわたるサービス内容を熟知して、経験とノウハウを蓄積した

従業員は当社の重要な経営資源であり、顧客企業との長期的かつ強い信頼関係の構築に繋がっております。

EDINET提出書類

株式会社トライステージ(E21322)

四半期報告書

 6/27



ロ．企業価値の向上に資する取り組み

　ダイレクトマーケティング支援事業のうち、テレビ事業は、既存の強みである「データ分析に基づく最適な媒

体提供」、「売れる映像制作」、「効率的な受注管理」によって、顧客企業の通販売上最大化に取り組みまし

た。当期の課題である売上総利益率の改善については、メディア枠の仕入量を適正化したこと、及び、前連結会

計年度に売上総利益率の低下の一因となった採算の悪い成果報酬型取引については、取引条件の見直しを行いリ

スクの低減を図ったことに伴い、売上高は前年同期比で減少したものの、売上総利益率は改善いたしました。ま

た、WEB事業は、2017年３月に子会社化した株式会社アドフレックス・コミュニケーションズを中心として、テ

レビとWEBの相互提案を実施し、新規顧客獲得及び既存顧客との取引拡大に取り組むとともに、今後の業容拡大

のための積極的な人員採用を図りました。

　DM事業は、メールカスタマーセンター株式会社を中心として、「ゆうメール」や「クロネコDM便」等のダイレ

クトメール発送代行業務に取り組んでおり、市場の変動により取扱通数は微減いたしましたが、新規顧客企業開

拓や既存顧客企業への販売価格見直しは順調に進んでおります。

　海外事業は、海外子会社等を中心としてASEANでのテレビ通販やEC、リテールによる商品販売及び卸売に取り

組んでおります。同事業に属する連結子会社は取得時の事業計画を下回ったことにより減損損失を計上いたしま

したが、当社といたしましては、ASEANでのダイレクトマーケティング市場の成長性は依然として高いと考えて

おり、選択と集中を含めた事業戦略の見直しを行うとともに、早急な業績回復を図ってまいります。

　通販事業は、2016年３月に設立した株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズを中心として、薬剤師による丁寧

なカウンセリングを実施しながら一般用漢方製剤の通信販売を行っております。同事業は、当社グループの事業

領域拡大に向けた先行投資事業として位置づけており、顧客数を拡大させ、黒字化に向けた販売促進に取り組ん

でおります。

　その他の事業は、株式会社日本百貨店の営む小売事業「日本百貨店」において、各店舗の収益拡大及び卸売事

業の強化に取り組んでおります。５月には、香川県丸亀市・静岡県西伊豆町との広域連携事業として、日本百貨

店初の飲食店「日本百貨店さかば」を東京丸の内に出店いたしました。

 

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

り組みの内容の概要

 基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取り組みとして、当社は、2016年５月26日開催の第10期定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為に関す

る対応策（以下「本プラン」といいます。）を更新いたしました。本プランの概要は以下のとおりです。

 当社の発行する株券等の買付行為を行おうとする者のうち、本プランの対象となる者は、①当該買付者を含む株

主グループ（以下「大規模買付者グループ」）の議決権割合を25％以上とすることを目的とする買付行為もしくは

これに類似する行為を行おうとする者、又は、②当該買付行為の結果、大規模買付者グループの議決権割合が25％

以上となる買付行為もしくはこれに類似する行為を行おうとする者（以下、①及び②の買付行為又はこれに類似す

る行為の一方又は双方を「大規模買付行為」、これを行おうとする者を「大規模買付者」）です。

 大規模買付者には、大規模買付行為を開始する前に、当社宛に、大規模買付者の氏名又は名称、住所又は本店事

務所等の所在地、設立準拠法、代表者の役職及び氏名、国内連絡先、大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割

合上位10名）の概要及び大規模買付行為によって達成しようとする目的の概要を明示し、本プランに定められた手

続を遵守することを約束する旨を記載した書面（以下「意向表明書」）をご提出いただきます。

　当社取締役会は、大規模買付者から提出された意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者に対し、当社取

締役会が大規模買付者の大規模買付行為の内容を検討するために必要と考える情報（以下「必要情報」）の提供を

要請する必要情報リストを交付します。当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が十分ではないと認め

た場合、大規模買付者に対して、追加的に情報の提供を要求することがあります。当社取締役会は、大規模買付者

から意向表明書が提出された場合及び必要情報が提供された場合にはその旨を開示します。また、当社取締役会

が、当社株主の皆様の判断のために必要であると判断した場合には、適切と判断される時期に、必要情報の全部又

は一部を開示します。
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　当社取締役会は、大規模買付者から十分な必要情報の提供を受けた日から起算して60営業日以内の期間（以下

「分析検討期間」）、必要に応じて外部専門家の助言を受けるなどしながら、提供された必要情報の分析・検討を

行い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、大規模買付者による大規模買付行為の内

容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、大規模買付者から十分な必要情報の提供を受けたと判断した場

合には、速やかにその旨及び分析検討期間の満了日を開示します。ただし、当社取締役会は、上記検討を行うに当

たり必要があると認める場合には、30営業日を上限として分析検討期間を延長することができるものとし、その場

合には、具体的な延長期間及び延長の理由を開示するものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、

大規模買付行為に関する当社取締役会としての対応方針を取りまとめ、公表します。

 当社取締役会は、分析検討期間中、必要に応じて、大規模買付者と交渉し、あるいは、株主の皆様に対する代替

案の提示を行うことがあります。また、当社取締役会は、一定の場合には、大規模買付行為に対する対抗措置の発

動等に関して株主総会を招集する場合があります。

 大規模買付者は、分析検討期間の経過後（当社取締役会が分析検討期間内に大規模買付行為に対する対抗措置の

発動等に関して株主総会を招集する旨を決議した場合には、当該株主総会の終結後）にのみ大規模買付行為を開始

することができるものとします。

 当社取締役会は、分析検討期間が終了しているか否かにかかわらず、大規模買付者による大規模買付行為が当社

の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがないと判断した場合は、当該大規模買

付行為について以後本プランを適用せず、また、対抗措置を発動しない旨を直ちに決議し、公表します。

 大規模買付者が本プランを遵守しなかった場合、当社取締役会は、会社法その他の法律及び当社定款の下で可能

な対抗措置のうちから、そのときの状況に応じ最も適切と判断した手段を選択し、対抗措置を発動することがあり

ます。

 当社取締役会は、大規模買付者が本プランを遵守している場合には、原則として、大規模買付行為に対する対抗

措置を発動しません。ただし、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害

をもたらすおそれがある場合であり、かつ、対抗措置を取ることが相当であると認められる場合には、当社取締役

会は、前記と同様の対抗措置を発動することがあります。

 当社取締役会は、大規模買付行為に対して対抗措置を発動するか否かの判断の公正性を確保するため、事前に、

本プランに関して設置する当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される特別委員会に対し、必

ず対抗措置の発動の是非等について諮問します。なお、当社取締役会が特別委員会に諮問して答申を受けるまでの

期間は、取締役会の分析検討期間に含まれるものとします。特別委員会は、当社取締役会からの諮問に基づき、必

要に応じて外部専門家の助言を受けるなどしながら意見を取りまとめ、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是

非等について勧告します。特別委員会は、勧告に際して、対抗措置の発動に関して予め株主意思の確認を得るべき

旨の留保を付すことができるものとします。当社取締役会は、この特別委員会による勧告を株主の皆様に開示した

上で、当該勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動に関して決議を行います。

 当社取締役会は、特別委員会が予め株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した上、株主総会の承認を得れば対

抗措置の発動を認める勧告を行った場合には、株主総会を招集し、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確

認します。株主総会を開催する場合には、当社取締役会は、株主総会の決議に従い、対抗措置の発動等に関する決

議を行うものとします。そのほか、当社取締役会は、大規模買付行為による当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に対する侵害が認められるか否かが問題となっており、かつ、当社取締役会が善管注意義務に照らし株主の意思

を確認することが適切と判断する場合には、事前に特別委員会に対し、株主総会を招集して株主の意思を確認する

ことの是非等について諮問した上で、株主総会を招集し、当該大規模買付行為に関する株主の皆様の意思を確認す

ることができるものとします。当社取締役会が特別委員会に諮問して答申を受けるまでの期間は、取締役会の分析

検討期間に含まれるものとします。当社取締役会は、特別委員会による勧告を株主の皆様に開示した上で、当該勧

告を最大限尊重して、株主総会の招集に関して決議を行います。なお、特別委員会が対抗措置の発動を認めない旨

の勧告を行った場合には、原則として、株主総会を招集することはありません。

 当社取締役会が上記の手続に従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、①大規模買付者が大規模

買付行為を中止した場合、又は、②対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、か

つ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられ

る状況に至った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告に基づき又は勧告の有無にかかわらず、対抗措置の

中止又は発動の停止を決議するものとします。

 本プランの有効期間は、2016年５月26日開催の当社第10期定時株主総会の終結後３年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、本プランの有効期間の満了前であって

も、①当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合、又は、②当社株主総会において選

任された取締役により構成される当社取締役会により本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プラ

ンは、当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。
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④ 当社取締役会の判断及び理由

 当社取締役会は、以下の理由から、本プランは、基本方針に沿うものであり、当社株主共同の利益を損なうもの

ではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

イ．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

 本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の

ための買収防衛策に関する指針の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株

主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しております。また、本プランは、企業価値研究会が2008

年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化をふまえた買収防衛策の在り方」をふまえた内容となっておりま

す。

ロ．株主意思を重視するものであること

 本プランの有効期間は、2016年５月26日開催の当社第10期定時株主総会の終結後３年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、当該株主総会において、株主の皆様より本プラン

の更新についてご承認を頂戴した場合に限り、当該株主総会終了後本プランを更新することを予定しておりま

す。また、当社は、本プランの有効期間の満了前であっても、当社の株主総会又は当社株主総会で選任された取

締役により構成される取締役会において、本プランを変更又は廃止する旨の決議がなされた場合には、本プラン

をその時点で変更又は廃止します。その意味で、本プランは、当社株主の皆様の意思に基づくこととなっており

ます。

ハ．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

 実際に大規模買付者が出現した場合には、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみにより構成される

特別委員会によって、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を侵害するか否かなどの実

質的な判断を行い、当該判断を当社取締役会に最大限尊重させることによって、当社取締役会の恣意的行動を厳

しく監視するとともに、当該判断の概要については株主の皆様に情報開示することとされており、本プランの透

明な運用が行われる仕組みが確保されております。

ニ．合理的な客観的要件の設定

 本プランにおける対抗措置は、本プランに定める合理的かつ客観的な要件が充足される場合でなければ発動さ

れないように設計されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものと

いえます。

ホ．デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

 本プランは、大規模買付者の指名に基づき当社株主総会において選任された取締役で構成される取締役会によ

り廃止することができないいわゆるデッドハンド型の買収防衛策ではありません。また、当社取締役の任期は１

年とされており、期差任期制は採用されていないため、本プランは、いわゆるスローハンド型の買収防衛策では

ございません。

 

(5) 研究開発活動

金額が僅少のため、記載しておりません。なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発

活動の状況に重要な変更はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社トライステージ(E21322)

四半期報告書

 9/27



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 96,000,000

計 96,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（2018年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（2018年10月15日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 30,517,200 30,517,200
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式数

100株

計 30,517,200 30,517,200 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2018年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 2018年５月25日

新株予約権の数（個） 388

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 38,800（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 454（注）２

新株予約権の行使期間
自　2020年６月14日

至　2023年６月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　549

資本組入額　　275

（注）３

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合は、当該新

株予約権を行使することができない。

その他の条件については、当社と新株予約権者との間

で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権者は、新株予約権の全部又は一部について

第三者に対して譲渡、質権の設定等、その他一切の処

分行為をすることができない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４
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（注）１．新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付

与株式数」という）は100株とする。

　ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当

社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ）又は株式併合を行う場合には、次の算

式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

　また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株

式数を適切に調整することができる。

　付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予

約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知又は公告する。た

だし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告す

る。

 

２．新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とする。

　なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める

算式（以下、「行使価額調整式」という）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。

①当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割又は株式併合の比率

②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満

株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転

換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む）の行使による場合を除く）

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の１ヶ

月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した

数とする。

　自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替える。

　上記に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主

へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当

等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

 

３．新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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４．組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき

吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割

がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効

力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存

する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約

権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、

吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める

ことを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記２で定められる行使価額を組織再編

行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の

目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

　上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の

効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること

ができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記３に準じて決定する。

⑦その他の新株予約権の行使の条件

　上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

 2018年６月１日～

 2018年８月31日
－ 30,517,200 － 645,547 － 635,547
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(6)【大株主の状況】

 

  2018年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

丸田　昭雄 東京都大田区 6,572,400 21.53

双日株式会社 東京都千代田区内幸町二丁目１－１ 5,782,400 18.94

妹尾　勲 東京都港区 4,272,400 13.99

中村　恭平 東京都府中市 1,344,000 4.40

萩原　雄二 東京都西東京市 155,300 0.50

今泉　亜矢 東京都港区 132,800 0.43

小林　光男 愛知県豊田市 130,900 0.42

トライステージ従業員持株会
東京都港区海岸一丁目２－20

汐留ビルディング21階
89,700 0.29

鈴木　雄太郎 東京都世田谷区 67,200 0.22

大津　功 東京都港区 62,400 0.20

計 － 18,609,500 60.98

 （注）１．上記のほか、自己株式が1,389,360株あります。

２．2018年６月22日付で公衆の縦覧に供されている2018年６月15日を報告義務発生日とする大量保有報告書（変

更報告書）及び2018年６月22日付で公衆の縦覧に供されている同報告に係る訂正報告書において、中村恭平

氏が以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期連結会計期間末現在に

おける実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記には含めておりません。

氏名又は名称 保有株式数（株） 株式保有割合（％）

中村　恭平 1,944,000 6.37

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2018年８月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,389,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 29,125,800            291,258 －

単元未満株式 普通株式     2,100 －
一単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数         30,517,200 － －

総株主の議決権 －            291,258 －
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②【自己株式等】

2018年８月31日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合（％）

 株式会社

 トライステージ

 東京都港区海岸

 一丁目２番20号
1,389,300 － 1,389,300 4.55

計 － 1,389,300 － 1,389,300 4.55

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007（平成19）年

内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2018年６月１日から2018年

８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年３月１日から2018年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表に

ついて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 なお、新日本有限責任監査法人は2018年７月１日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2018年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,230,129 6,051,408

受取手形及び売掛金 7,038,191 7,553,953

商品 553,914 348,738

仕掛品 16,375 4,673

貯蔵品 14,294 8,835

その他 287,575 253,617

貸倒引当金 △3,239 △3,296

流動資産合計 14,137,241 14,217,929

固定資産   

有形固定資産 471,332 346,563

無形固定資産   

のれん 1,496,371 494,055

その他 290,162 295,528

無形固定資産合計 1,786,534 789,584

投資その他の資産   

投資有価証券 1,124,445 559,667

その他 472,683 488,376

貸倒引当金 △34,239 △40,896

投資その他の資産合計 1,562,889 1,007,146

固定資産合計 3,820,756 2,143,294

繰延資産 61,853 54,121

資産合計 18,019,850 16,415,345

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,601,557 4,508,178

短期借入金 ※ 425,548 ※ 1,369,306

未払法人税等 94,845 310,802

賞与引当金 3,814 15,252

役員賞与引当金 21,880 －

その他の引当金 18,708 15,152

その他 567,314 599,305

流動負債合計 5,733,669 6,817,998

固定負債   

長期借入金 3,080,560 2,181,294

退職給付に係る負債 106,116 112,912

資産除去債務 79,786 80,016

その他 104,736 78,248

固定負債合計 3,371,199 2,452,472

負債合計 9,104,868 9,270,470
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2018年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年８月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 645,547 645,547

資本剰余金 746,108 744,808

利益剰余金 7,851,739 6,220,614

自己株式 △702,726 △697,820

株主資本合計 8,540,669 6,913,150

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 350 760

為替換算調整勘定 141,241 27,480

その他の包括利益累計額合計 141,591 28,240

新株予約権 33,493 36,815

非支配株主持分 199,227 166,669

純資産合計 8,914,982 7,144,875

負債純資産合計 18,019,850 16,415,345
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2017年３月１日
　至　2017年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2018年３月１日
　至　2018年８月31日)

売上高 27,807,780 27,538,328

売上原価 24,992,229 24,627,367

売上総利益 2,815,551 2,910,960

返品調整引当金繰入額 26,324 19,696

差引売上総利益 2,789,227 2,891,263

販売費及び一般管理費 ※ 2,235,266 ※ 2,501,855

営業利益 553,960 389,408

営業外収益   

受取利息 4,526 4,554

受取配当金 67 1

その他 10,855 4,668

営業外収益合計 15,450 9,225

営業外費用   

支払利息 11,459 12,078

持分法による投資損失 621,908 544,230

その他 8,490 7,777

営業外費用合計 641,858 564,086

経常損失（△） △72,447 △165,453

特別利益   

固定資産売却益 395 －

新株予約権戻入益 － 392

特別利益合計 395 392

特別損失   

減損損失 － 962,300

その他 1,537 6,006

特別損失合計 1,537 968,307

税金等調整前四半期純損失（△） △73,590 △1,133,367

法人税、住民税及び事業税 98,261 291,754

法人税等調整額 16,675 △66,319

法人税等合計 114,937 225,434

四半期純損失（△） △188,527 △1,358,801

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
5,730 △18,788

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △194,258 △1,340,013
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2017年３月１日
　至　2017年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2018年３月１日
　至　2018年８月31日)

四半期純損失（△） △188,527 △1,358,801

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 31 296

為替換算調整勘定 △47,139 △106,416

持分法適用会社に対する持分相当額 6,535 △21,001

その他の包括利益合計 △40,572 △127,121

四半期包括利益 △229,100 △1,485,923

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △228,502 △1,453,365

非支配株主に係る四半期包括利益 △598 △32,557
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2017年３月１日
　至　2017年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2018年３月１日
　至　2018年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △73,590 △1,133,367

減価償却費 66,784 76,168

減損損失 － 962,300

たな卸資産評価損 － 129,308

のれん償却額 122,505 95,516

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,969 6,760

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,010 △21,880

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,833 11,475

その他の引当金の増減額（△は減少） △4,749 △3,057

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 12,912 6,890

受取利息及び受取配当金 △4,594 △4,556

支払利息 11,459 12,078

持分法による投資損益（△は益） 621,908 544,230

売上債権の増減額（△は増加） △140,466 △541,836

たな卸資産の増減額（△は増加） △247,437 64,988

仕入債務の増減額（△は減少） 718,184 △92,531

未払金の増減額（△は減少） △53,330 68,978

未払消費税等の増減額（△は減少） △79,753 38,260

その他 △89,696 342

小計 859,989 220,071

利息及び配当金の受取額 4,594 4,556

利息の支払額 △10,917 △12,491

法人税等の支払額 △461,450 △38,404

営業活動によるキャッシュ・フロー 392,215 173,732

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △20,099 △26,927

無形固定資産の取得による支出 △54,682 △45,389

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△809,218 －

差入保証金の差入による支出 △16,133 △27,344

その他 22,301 5,004

投資活動によるキャッシュ・フロー △777,833 △94,656

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 226,819 △29,492

長期借入れによる収入 1,050,000 108,855

長期借入金の返済による支出 △236,513 △15,453

自己株式の処分による収入 11,718 3,180

配当金の支払額 △643,005 △290,864

その他 △17,446 △11,680

財務活動によるキャッシュ・フロー 391,571 △235,454

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,011 △22,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △57 △178,720

現金及び現金同等物の期首残高 6,088,737 6,230,129

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 6,088,679 ※ 6,051,408
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【注記事項】

（追加情報）

（連結納税制度の適用）

　当社及び一部の連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

 ※　当座貸越契約

 当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関５行と当座貸越契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高は次のとおりであります。

(円建て)

 
前連結会計年度

（2018年２月28日）

当第２四半期連結会計期間

（2018年８月31日）

 当座貸越極度額

 借入実行残高

6,100,000千円

334,000

6,550,000千円

165,000

差引額 5,766,000 6,385,000

 

(米ドル建て)

 
前連結会計年度

（2018年２月28日）

当第２四半期連結会計期間

（2018年８月31日）

 当座貸越極度額

 借入実行残高

－千ドル

－

2,800千ドル

805

差引額 － 1,994

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

前第２四半期連結累計期間

（自 2017年３月１日

　　至 2017年８月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自 2018年３月１日

　　至 2018年８月31日）

給料及び手当 727,435千円 775,803千円

賞与引当金繰入額 24,392 15,252

退職給付費用 26,277 24,371

貸倒引当金繰入額 △7,969 6,706

その他の引当金繰入額 732 555

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとお

りであります。

 

 前第２四半期連結累計期間

（自 2017年３月１日

  至 2017年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間

（自 2018年３月１日

  至 2018年８月31日)

現金及び預金勘定

預入期間が３か月を超える定期預金

6,088,679千円

－

6,051,408千円

－

 現金及び現金同等物 6,088,679 6,051,408
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2017年３月１日 至 2017年８月31日）

     配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年５月26日

定時株主総会
普通株式 653,972 90 2017年２月28日 2017年５月29日 利益剰余金

(注) 2017年３月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割前の株数を基準

に配当を実施いたしました。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2018年３月１日 至 2018年８月31日）

     配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年５月25日

定時株主総会
普通株式 291,178 10 2018年２月28日 2018年５月28日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2017年３月１日 至 2017年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

 
ダイレクト

マーケティング
支援事業

DM事業 海外事業 通販事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 18,197,315 8,138,771 756,660 6,734 27,099,482

セグメント間の内部売上高
又は振替高

18,146 767 1,860 － 20,774

計 18,215,461 8,139,538 758,520 6,734 27,120,256

セグメント利益又は損失（△） 675,390 139,421 △168,873 △107,040 538,898

 

   （単位：千円）

 
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結損益
計算書計上額
（注）３

売上高     

外部顧客への売上高 708,298 27,807,780 － 27,807,780

セグメント間の内部売上高
又は振替高

4,109 24,883 △24,883 －

計 712,408 27,832,664 △24,883 27,807,780

セグメント利益又は損失（△） 14,753 553,652 308 553,960

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、小売事業「日本百貨店」の運

営を行っております。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、貸倒引当金繰入額の調整額であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

　当第２四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であるTV Direct Public Company Limited株式につ

いて、時価が著しく下落したため、のれん相当額の一時償却を行っております。これにより、前連結会計年度の

末日に比べ、「海外事業」のセグメント資産が564,371千円減少しております。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2018年３月１日 至 2018年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

 
ダイレクト

マーケティング
支援事業

DM事業 海外事業 通販事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 16,337,429 9,318,537 990,241 158,365 26,804,574

セグメント間の内部売上高
又は振替高

166,709 7,510 12,535 － 186,754

計 16,504,138 9,326,048 1,002,776 158,365 26,991,329

セグメント利益又は損失（△） 616,082 194,589 △241,040 △189,883 379,746

 

   （単位：千円）

 
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結損益
計算書計上額
（注）３

売上高     

外部顧客への売上高 733,753 27,538,328 － 27,538,328

セグメント間の内部売上高
又は振替高

871 187,626 △187,626 －

計 734,625 27,725,954 △187,626 27,538,328

セグメント利益又は損失（△） 9,192 388,939 469 389,408

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、小売事業「日本百貨店」の運

営を行っております。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、主にセグメント間取引消去によるものであります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

　当第２四半期連結累計期間において、持分法適用関連会社であるTV Direct Public Company Limited株式につ

いて、時価が著しく下落したため、のれん相当額の一時償却を行っております。これにより、前連結会計年度の

末日に比べ、「海外事業」のセグメント資産が506,393千円減少しております。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「海外事業」において、連結子会社であるPT. Merdis International及びJML Singapore Pte. Ltd.各社の事業

計画に対する進捗状況や今後の業績見通しを踏まえて検討した結果、当第２四半期連結累計期間に同事業に係る

事業資産等に対して減損損失962,300千円を特別損失に計上しております。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　「海外事業」において、連結子会社であるPT. Merdis International及びJML Singapore Pte. Ltd.各社の事業

計画に対する進捗状況や今後の業績見通しを踏まえて検討した結果、同社株式取得時に計上したのれん未償却残

高の全額859,012千円を当第２四半期連結累計期間に減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、上記（固定資産に係る重要な減損損失）の中に当該のれんの減損も含めて記載しております。

 

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　第１四半期連結会計期間より、報告セグメントごとの業績をより適切に評価管理するため、当社の共通費の配

賦基準を見直し、事業セグメントの利益又は損失の算定方法の変更を行っております。

　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の算定方法により作成したものを記載

しております。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2017年３月１日
至 2017年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2018年３月１日
至 2018年８月31日）

（1）１株当たり四半期純損失金額（△） △６円68銭 △46円02銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）
△194,258 △1,340,013

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

損失金額（△）（千円）
△194,258 △1,340,013

普通株式の期中平均株式数（株） 29,071,513 29,119,520

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － －

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

(注) 前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2018年10月15日

株式会社トライステージ

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田 亮一     印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 白取 一仁     印

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トライ

ステージの2018年３月１日から2019年２月28日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2018年６月１日から2018

年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年３月１日から2018年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トライステージ及び連結子会社の2018年８月31日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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